
事業系ごみの処理方法 
 

 

 

 
  

 

 オフィスや飲食店・小売店などから出る紙屑や生ごみなども、事業系ごみ（事業系一般廃棄物）になります。 

 事業活動から発生したごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第３条において、そのごみを排出した事業者が適正に処理しなけれ 

ばならないと定められています。（処理方法については裏面参照） 

 そのため、「事業系ごみ」及び「産業廃棄物」については、事業者が最後まで責任をもつということになります。 

（事業系ごみは、自己責任で処理することとなっており、家庭系ごみのために設置された各地区の集積所には原則出せません。） 

 

 

令和６年４月１日現在 

ＮＯ 営業所名 営業所住所 電話番号 

1 石井産業（有） 利根町大字惣新田１７４７番地 ０２９７－６８－３８２２ 

2 （株）光商社 取手市神浦４番地 ０２９７－８２－３５７７ 

3 （有）クリーン産業 利根町大字羽中１３９１番地 ０２９７－６８－３８１７ 

4 （有）佐藤産業 龍ヶ崎営業所 龍ヶ崎市緑町６６番地 ０２９７－６４－４０１１ 

5 （有）石浜 龍ケ崎市６９７番地 ０２９７－６２－２５０５ 

6 小嶋リサイクルセンター 河内町大字長竿字荒地５９３４番地１ ０２９７－８７－２５６３ 

7 （株）栄林 龍ケ崎市佐貫３丁目１１番地１４ ０２９７－６６－９８４９ 

8 （株）協栄 龍ケ崎市城ノ内１丁目２０番２ ０２９７－６４－３００４ 

9 （株）ドリーム 龍ケ崎市大徳町２２３番地 ０２９７－６４－５１３１ 

10 （有）霞資源 龍ヶ崎営業所 龍ヶ崎市薄倉町１０３９ ０２９７－６４－７２６１ 

11 （有）綜合環境サービス 千葉県印西市大森４４５０－１８７ ０４－７６４２－６１００ 

12 （有）石川産業 印西営業所 千葉県印西市竹袋２５４番８ ０４－７６４２－８９０９ 

13 （有）エノビック 千葉県印旛郡栄町安食２３５１番地の６ ０４－７６３３－３８４５ 

14 （有）利根興産 利根町大字布川１２７１番地 ０２９７－６８－４４８８ 

15 竜ヶ崎清掃メンテナンス（株） 龍ヶ崎市字六斗蒔８９２４－２ ０２９７－６２－０６７４ 

16 （株）浄化槽センター 千葉県白井市根２９４番地３３ ０４７－４９１－８３１１ 

＊当町で発生した事業系ごみの収集運搬については、町が許可した上記運搬業者でなければできません。 

 

＊産業廃棄物の収集運搬については、茨城県の許可を受けた運搬業者でなければなりません。 

また、事業者は、最終処分までの処理工程を把握し最後まで責任をもたなければならないため、マニフェスト（産業廃棄物管理票）と呼 

ばれる伝票を許可業者に交付する事になっています。 

【マニフェストの購入等については、茨城県産業廃棄物協会（TEL 029－301－7100）に、直接、お問い合わせ下さい。】 

 

○専ら再生利用（資源）の目的となる一般廃棄物・産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者及び、その他、法令等により例外的に 

認められている場合は、上記事業者以外でも、収集運搬が行えます。（裏面Ｂの方法） 
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産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で以下
のとおり２０種類定められています。 
（業種共通 １１種） 
・燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥・ガラス、陶磁器屑・廃油 
・廃酸・廃アルカリ・金属屑・廃プラスチック・ゴム屑 
（建設業 ４種） 
・紙屑 ・木屑 ・繊維屑 ・がれき類 
（製造業 ４種） 
・紙屑 ・木屑 ・繊維屑 ・動植物性残渣 
（畜産業 ３種） 
・動物系固定不要物 ・動物の糞尿 ・動物の死体 
（以上１９種類の産業廃棄物を処理したもの） 
 

事業系ごみとは、事業者が排出する廃棄物（ごみ）の中
で、産業廃棄物を除いた全ての廃棄物のことです。 

 

事業活動から発生する「ごみの処理責任」 

「事業系ごみ」と「産業廃棄物」の定義 

【表１】 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表 



 

 

 

事業系ごみ（資源物含む）の適正な処理方法は、以下Ａ～Ｄの４つの方法があります。 

 

Ａ 一般廃棄物収集運搬許可業者（表１）に収集運搬を委託する。（＊一般的な処理方法です。許可業者については、裏面表１を参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処理をしている業者に委託する。（＊再生利用物が事業の範囲に含まれない許可業者には委託できません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 自ら、処理施設（龍ケ崎地方塵芥処理組合等）に搬入する。（＊龍ケ崎地塵芥処理組合では、ごみの重さを量り、その場で清算します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 事業系ごみを自己処理する。（＊一般廃棄物処理を自ら行う場合は、処理施設が法令の条件をクリアするとともに町の許可が必要になります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  利根町役場 生活環境課 廃棄物対策係  

      TEL ６８－２２１１   Fax ６８－８３００   E-mail  haiki@town.tone.lg.jp 

事業系ごみの処理方法 

事業者 

回収運搬委託契約 

一般廃棄物許可業者（表１） 

処理場へ運搬 

龍ヶ崎地区塵芥処理組合 

回収運搬委託契約又は買い取り契約 

事業者 専ら再生利用の目的となる一般廃棄

物の運搬又は処理している事業者 

事業者 
龍ヶ崎地区塵芥処理組合 

処理場へ自ら直接運搬 

10 ㎏ 320 円～500 円程度が相場 

（回収物や回収回数などにより異なります。） 

10 ㎏ 231 円の処理手数料です。 

 

事業者 


